
○豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第33号

豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

(題名改正〔平成11年規則74号〕)

豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年豊橋市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条　この規則は、豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成5年豊橋市条例第20号。以下「条例」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年規則74号〕)

(定義)

第2条　この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」

という。)及び条例の例による。

(一部改正〔平成11年規則74号〕)

(再利用及び減量に関する計画)

第3条　条例第15条に規定する事業用の建築物のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1)　延床面積が、1,000平方メートル以上の建築物

(2)　延床面積が、1,000平方メートル未満の建築物で、市長が現に多量の一般廃棄物を排出すると認めるもの

2　前項に規定する事業用の建築物の所有者は、条例第15条に規定する一般廃棄物の再利用及び減量に関する計画

を毎年度4月1日現在において策定し、一般廃棄物の再利用及び減量に関する計画書(様式第1)により、当該年度

の同月末日までに市長に提出しなければならない。

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第3条の2　条例第17条の2第1項の規則で定める者は、市長が特に必要と認めて指定する者とする。

2　条例第17条の2第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1)　アルミ缶及びスチール缶

(2)　飲料水、酒類、化粧品等の瓶

(3)　飲料水、酒類、調味料等のペットボトル

(4)　包装ビニール、食品容器、洗剤容器その他のプラスチック製容器包装

(5)　新聞、チラシ、雑誌、紙製容器包装、段ボール、牛乳パックその他の古紙

(6)　衣類、シーツ、カーテンその他の布類

(7)　携帯電話、カメラ、オーディオ機器、時計、扇風機、ゲーム機、電動のおもちゃその他の電気器具類

(8)　アルミホイル、スプーン、鍋、やかん、フライパン、包丁、傘、のこぎり、金づち、くぎ、ドライバー、

スコップ、延長コード、ゴルフクラブ、おもちゃその他の金属を含むもの

3　条例第17条の2第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第1の2)により行うものとする。

4　条例第17条の2第3項の規定による命令は、命令書(様式第1の3)により行うものとする。

(追加〔平成25年規則35号〕)

(身分証明書)

第3条の3　条例第17条の2第2項及び第3項の規定による事務を行う職員は、その身分を示す証明書(環境省の所管す

る法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環

境省令第2号)別記様式による。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。た

だし、豊橋市職員身分証明書を持つ者は、豊橋市職員身分証明書をもってこれに代えることができる。

(追加〔平成25年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)

(一般廃棄物の特別処理等の申込み)

第4条　条例第19条の規定により、犬、猫等の死体の処理を受けようとする者は、あらかじめ犬、猫等死体処理申

出(届出)書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2　犬、猫等の死体の処理を受けようとする者は、あらかじめ当該犬、猫等の死体を袋、又は箱等に収容し、他の

廃棄物と別にしておかなければならない。

3　大きなごみの処理を受けようとする者は、市長の指示に従い、大きなごみ収集手数料に相当する大きなごみ証

紙(以下「証紙」という。)を当該大きなごみに張り付け、搬出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則114号・28年65号〕)

(多量の一般廃棄物の範囲等)

第5条　条例第20条第2項に規定する多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の範囲は、1日の排出量5キログラム以上とす

る。

(市が処分する産業廃棄物の範囲)

第6条　条例第21条第2項に規定する市が処分する産業廃棄物の種類及び数量は、特別管理産業廃棄物を除く次に掲

げるものであって、その量は1日当たり10トン以内で、かつ、1月当たり200トン以内とする。



(1)　紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)並びにパルプ、紙又

は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行う

ものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに限る。)

(2)　木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)並びに木材又は木製

品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るものに限る。)

(3)　繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)及び繊維工業(衣

服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。)

(4)　食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不

要物

(5)　と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項

に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定

する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

(6)　ゴムくず

(7)　金属くず

(8)　ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器く

ず

(9)　工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

(10)　大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんで

あって、集じん施設によって集められたもの

(11)　燃え殻

(12)　汚泥

(13)　廃プラスチック類

(一部改正〔平成10年規則21号・11年74号・13年69号・14年32号・15年66号〕)

(廃棄物処理施設等への投入許可)

第7条　条例第23条第1項の規定により廃棄物処理施設等において廃棄物の処分を受けようとするときは、あらかじ

め廃棄物投入許可申請書(様式第4)により許可の申請をしなければならない。

2　市長は、前項の許可の申請を適当と認めたときは、廃棄物投入許可証(様式第5)を交付する。ただし、市長が必

要と認める場合は、事後に廃棄物投入許可証を交付することができる。

(一部改正〔平成11年規則74号・28年65号〕)

(縦覧の期間等)

第8条　条例第29条の4第2項の縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178

号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2　縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3　前2項の規定は、条例第29条の11第2項の非常災害に係る縦覧の期間及び時間について準用する。

(一部改正〔平成11年規則74号・28年65号〕)

(縦覧の手続)

第9条　条例第29条の2の調査書又は条例第29条の8の非常災害に係る調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」

という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則74号・28年65号〕)

(縦覧者の遵守事項)

第10条　縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)　調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2)　調査書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3)　他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4)　係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2　市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(一部改正〔平成11年規則74号〕)

(意見書の記載事項)

第11条　法第9条の3第2項又は法第9条の3の3第2項の規定により提出する意見書には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。

(1)　氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2)　施設の名称

(3)　生活環境の保全上の見地からの意見

(一部改正〔平成11年規則74号・28年65号〕)

(大きなごみの品目及び収集手数料)

第11条の2　条例第19条の規則で定める大きなごみの品目及び条例別表第1に規定する大きなごみ収集手数料の規則

で定める額は、別表のとおりとする。



(追加〔平成12年規則114号〕)

(手数料等の徴収)

第12条　条例第30条に規定する手数料(大きなごみ収集手数料を除く。)及び条例第31条に規定する費用(以下「手

数料等」という。)の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、特別の事由があるときは、この限りでな

い。

(1)　犬、猫等の死体処理手数料は、その都度徴収する。

(2)　ごみ等(廃棄物処理施設で処理するものに限る。)、し尿及び浄化槽汚泥に係る廃棄物処理施設投入料金

は、廃棄物カード(様式第6)の発売により徴収する。

(一部改正〔平成11年規則74号・12年114号・13年72号・14年32号・28年65号・31年33号〕)

(証紙の形式等)

第12条の2　証紙の形式は、様式第7の2のとおりとする。

2　市長は、大きなごみを収集したときは、証紙の真贋
がん

及び汚染又は毀損の有無を調査するものとする。

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔令和元年規則31号・2年75号〕)

(証紙の交換等)

第12条の3　条例第30条の4第2項ただし書の規定による現金の還付又は証紙の交換は、現金の還付を受ける者にあ

っては第2号から第4号まで(条例第30条の3の大きなごみ証紙売りさばき人(以下「証紙売りさばき人」という。)

から証紙を購入した者にあっては、第3号を除く。)、証紙の交換を受ける者にあっては第1号又は第4号のいずれ

かに該当する場合に限り、これを行うものとする。

(1)　証紙の種類又は形式を変更したとき。

(2)　証紙を廃止したとき。

(3)　証紙売りさばき人の指定を取り消したとき。

(4)　その他市長がやむを得ないと認めるとき。

2　現金の還付又は証紙の交換を受けようとする者は、前項各号に掲げる事由が発生した日から6月以内に、現金の

還付にあっては大きなごみ証紙代金還付申請書(様式第7の3)、証紙の交換にあっては大きなごみ証紙交換請求書

(様式第7の4)に、還付又は交換を受けようとする証紙を添付して、市長に対して申請しなければならない。

3　証紙売りさばき人が現金の還付を受けることができる金額は、証紙の額面金額の100分の87.9に相当する額とす

る。

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔平成26年規則50号・31年33号〕)

(廃棄物カード)

第12条の4　廃棄物カードの発行金額は、4,000円、10,000円、40,000円及び80,000円とする。

2　磁気の影響、毀損等の理由により使用できなくなった廃棄物カードは、残りの金額を確認することができる場

合に限り、当該金額に相当する額を残りの金額とする廃棄物カードと交換することができる。

(追加〔平成13年規則72号〕、一部改正〔平成18年規則51号・令和元年31号〕)

第13条　削除

(削除〔平成31年規則33号〕)

(手数料及び費用の減免)

第14条　条例第32条の規定により、条例第30条に規定する手数料及び条例第31条に規定する費用の減免を受けよう

とする者は、廃棄物処理手数料(費用)減免申請書(様式第8)により市長に減免の申請をしなければならない。

(一部改正〔平成11年規則74号・12年114号〕)

(証票の携帯)

第15条　条例第30条に規定する手数料を集金する職員は、その身分を証する証票(環境省の所管する法律の規定に

基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令別記様式による。)を携帯

し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、豊橋市職員身分証明書を持つ者

は、豊橋市職員身分証明書をもってこれに代えることができる。

(一部改正〔平成11年規則74号・12年114号・令和4年14号〕)

(証紙の保管等)

第16条　証紙及びその原板は、会計管理者が保管するものとする。

2　市長は、当該職員を2人以上選定し、証紙の印刷に立ち会わせなければならない。

3　前項に規定する職員は、証紙の印刷を完了したときは、印刷枚数、印刷漏れ等を点検し、当該印刷を行った者

から預り証を徴し、証紙の納品の際に、これと引き換えに検収するものとする。

4　条例第30条の4第2項ただし書の規定により現金の還付又は証紙の交換により回収した証紙は、速やかに焼却す

るものとする。

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔平成19年規則15号〕)

(出納、保管等に係る帳簿)

第17条　会計管理者は、大きなごみ証紙受払出納簿(様式第10)を備え、証紙の出納の状況を明らかにしておくもの

とする。

2　市長は、次に掲げる帳簿を備え、証紙の交付、使用、還付及び交換の状況を明らかにしておくものとする。



(1)　大きなごみ証紙交付簿(様式第11)

(2)　大きなごみ証紙売りさばき出納計算書(様式第12)

(3)　大きなごみ証紙使用整理簿(様式第13)

(4)　大きなごみ証紙還付受付簿(様式第14)

(5)　大きなごみ証紙交換・還付支払整理簿(様式第15)

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔平成19年規則15号〕)

(証紙売りさばき人の指定)

第18条　条例第30条の3第1項の規定による証紙売りさばき人の指定を受けようとする者は、大きなごみ証紙売りさ

ばき人指定申請書(様式第16)を市長に提出しなければならない。

2　市長は、証紙売りさばき人を指定したときは、大きなごみ証紙売りさばき人指定通知書(様式第17)により、そ

の旨を申請者に通知するものとする。

3　証紙売りさばき人の指定を受けた者は、証紙を売りさばく場所の見やすい位置に、市長が交付する証票(様式第

18)を掲げておかなければならない。

(追加〔平成12年規則114号〕)

(証紙売りさばき人の欠格条件)

第19条　次の各号のいずれかに該当する者は、証紙売りさばき人になることができない。

(1)　心身の故障により証紙売りさばき人の業務を適切に行うことができない者

(2)　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔平成17年規則23号・令和元年31号〕)

(証紙売りさばき人の氏名等の変更)

第20条　証紙売りさばき人がその氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)又は住所を変更したときは、直

ちに大きなごみ証紙売りさばき人氏名(名称)等変更届出書(様式第19)に当該事項を証明する書類を添えて、市長

に届け出なければならない。

2　証紙売りさばき人が証紙を売りさばく場所を変更しようとするときは、あらかじめ、大きなごみ証紙売りさば

き場所変更承認申請書(様式第20)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成12年規則114号〕)

(証紙売りさばき業務の廃止)

第21条　証紙売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに大きなごみ証紙売りさばき

業務廃止届(様式第21)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成12年規則114号〕)

(証紙売りさばき人の指定の取消し)

第22条　市長は、証紙売りさばき人が次の各号の一に該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1)　第19条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2)　条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3)　証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(4)　1年以上引き続き証紙の売りさばきをしていないとき。

(5)　前条の規定により証紙売りさばき業務の廃止の届出があったとき。

2　市長は、前項の規定により証紙売りさばき人の指定を取り消したときは、大きなごみ証紙売りさばき人指定取

消し通知書(様式第22)により、その旨を当該者に通知するものとする。

(追加〔平成12年規則114号〕)

(証紙の買受請求)

第23条　証紙売りさばき人は、証紙を市から買い受けようとするときは、大きなごみ証紙買受請求書(様式第23)を

市長に提出しなければならない。

(追加〔平成12年規則114号〕)

(証紙取扱手数料)

第24条　市長は、証紙売りさばき人に対して、当該証紙売りさばき人が買い受けた証紙の代金の100分の12.1に相

当する金額を証紙取扱手数料として交付するものとする。

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔平成26年規則50号・31年33号〕)

(遵守事項)

第25条　証紙売りさばき人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)　証紙を額面金額以外の金額で売りさばくこと。

(2)　汚染し、又は毀損した証紙を売りさばくこと。

(追加〔平成12年規則114号〕、一部改正〔令和元年規則31号〕)

(指導又は検査)

第26条　市長は、必要があると認めるときは、当該職員に証紙売りさばき人の証紙の出納保管又は証紙売りさばき

事務について、指導又は検査を行わせることができる。

(追加〔平成12年規則114号〕)



(委任)

第27条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成11年規則74号・12年114号〕)

附　則

(施行期日)

1　この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第14条、第15条及び第18条の規定

は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、改正前の豊橋市廃棄物の処理及び清掃に関する規則によってした処分、手続その他の行

為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってしたものとみなす。

附　則(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附　則(平成10年2月12日規則第3号)

1　この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2　この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の各規則の規定に

かかわらず、当分の間これを使用することができる。

3　この規則の施行の際、現にこの規則の施行の日以後の各施設の使用について承認されている日が改正後の各規

則に規定する休館日又は休止日に当たるときは、改正後の各規則の規定にかかわらず、当該日は当該施設の休館

日又は休止日としない。

附　則(平成10年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1　この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、改正後の第14条第1号に規定する建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴

って生じたものに限る。)、同条第2号に規定する建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたも

のに限る。)及び同条第3号に規定する建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの

に限る。)(以下これらを「建設業に係る紙くず等」という。)を一般廃棄物として処分することを許可するもの

として交付されている廃棄物投入許可証及び廃棄物投入券は、建設業に係る紙くず等を産業廃棄物として処分す

ることを許可するものとして交付されたものとみなす。

附　則(平成11年3月31日規則第74号)

1　この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

2　第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の第11条第1項の規定により従業員証の交付を受けてい

る第2条の規定による改正前の第10条の許可業者は、速やかに当該従業員証を市長に返納しなければならない。

附　則(平成12年12月28日規則第114号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第11条

の次に1条を加える改正規定、第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の2第2項に係る部分に限る。)並びに附則

の次に別表を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

附　則(平成13年11月12日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成13年12月17日規則第72号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　改正後の第12条及び第12条の4の規定並びに様式第6は、平成14年4月1日以後に処理する廃棄物に係る廃棄物処

理施設等投入料金の徴収から適用し、同日前に処理する廃棄物に係る廃棄物処理施設等投入料金の徴収について

は、なお従前の例による。

(豊橋市事務分掌規則の一部改正)

3　豊橋市事務分掌規則(昭和44年豊橋市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第3条環境部の部施設課の款管理係の項中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第3号

の次に次の1号を加える。

(4)　廃棄物カードの発売に関すること。

附　則(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附　則(平成15年3月31日規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附　則(平成15年9月9日規則第66号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第6条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。



附　則(平成16年3月9日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、(中略)第10条中豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条

例施行規則第19条及び様式第19の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。

附　則(平成17年12月19日規則第88号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附　則(平成19年9月28日規則第64号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

附　則(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附　則(平成21年3月4日規則第4号)

(施行期日)

1　この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申出に係る処理から適用し、同日前の申出に係る処理につ

いては、なお従前の例による。

附　則(平成22年2月25日規則第5号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5の改正規定は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、改正前の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成されて

いる様式第4は、この規則による改正後の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、当分の間これを使用することができる。

附　則(平成25年3月28日規則第35号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

附　則(平成26年7月11日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定は、平

成26年4月1日から適用する。

附　則(平成28年3月29日規則第20号)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(豊橋市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3　この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附　則(平成28年12月16日規則第65号)

(施行期日)

1　この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第4及び様式第5の改正規定は、同年2月1日から施行

する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成さ

れている様式第5及び様式第6は、この規則による改正後の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

附　則(平成30年3月20日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則(平成31年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1　この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第12条の3第3項、第24条、様式第7の3及び様式第23の改

正は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、改正前の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定により作成されて

いる様式第7(その1)及び様式第7(その2)は、この規則による改正後の豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条

例施行規則の規定にかかわらず、平成31年9月30日までこれらを使用することができる。



附　則(令和元年6月25日規則第5号)

(施行期日)

1　この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の各規則の規定に

かかわらず、当分の間これを使用することができる。

附　則(令和元年12月13日規則第31号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附　則(令和2年12月18日規則第75号)

(施行期日)

1　この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において

「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3　この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附　則(令和4年3月18日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条の2関係)

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

区分 品目 料金

電気、ガス石油
器具類

家電4品目 テレビジョン受信機 ブラウン管式 円

20型未満 1,000

20型以上30型未満 2,000

30型以上 3,000

液晶式及びプラズ
マ式

40V型未満 1,000

40V型以上50V型未満 2,000

50V型以上 3,000

電気冷蔵庫及び電気
冷凍庫

容量100リットル未満 1,500

容量100リットル以上250リットル未満 2,500

容量250リットル以上 3,000

電気洗濯機及び衣類
乾燥機

電気洗濯機(ドラム式を除く。) 2,000

ドラム式電気洗濯機 3,000

衣類乾燥機 1,500

ユニット形エアコンディショナー(一式　室内機、室外機) 2,000

パーソナルコンピュータ(一式　本体、ディスプレー) 1,500

マッサージ機(いす形) 1,500

電気オルガン 1,000

電子ピアノ(卓上形を除く。) 1,500

こたつ 500

風呂釜 1,000

給湯器(電気温水器を除く。) 1,000

電気カーペット(3畳単位) 500

電子レンジ 500

食器洗い乾燥機 500

ステレオセット(ミニコンポを除く。) 1,000

家具、建具、寝具類 応接いす 2人用まで 500

3人用以上 1,000

テーブル 500

いす(2脚まで、応接いすを除く。) 500

ベッド(マットレス
を除く。)

ベビーベッド 500



ベビーベッド以外のもの 1,000

ベッドマットレス(スプリング付き) 1,000

マットレス(スプリングなし) 500

机 両そでの有るもの 1,000

上記以外のもの 500

たんす、げた箱、食
器棚、書棚等

高さ90センチメートル未満、幅120セン
チメートル以上

1,000

高さ90センチメートル以上、幅120セン
チメートル未満

1,000

高さ90センチメートル以上、幅120セン
チメートル以上

1,500

畳(1畳単位) 1,000

ドア、ふすま、障子、雨戸等(2枚単位) 500

トタン板(3枚単位) 500

ベニヤ板(2枚単位) 500

脚立(120センチメートル以上) 500

浴槽 1,500

カーペット(3畳単位) 500

布団、毛布等(3枚単位) 500

自転車 500

ミシン(卓上形を除く。) 1,000

スキー板及びスノーボード(120センチメートル以上) 500

オルガン 500

金庫(内容量20リットル未満) 1,500

その他 電気・ガス・石油器
具類

1辺が60センチメートル未満 500

1辺が60センチメートル以上 1,000

電気・ガス・石油器
具類以外のもの

1辺が120センチメートル未満 500

1辺が120センチメートル以上360センチ
メートル未満

1,000

その他市長が認める品目 3,000円以内で
市長が定める額

備考

1　この表に規定する手数料は、特に定めていない場合には、1個当たりの金額をいう。

2　一式又は単位と表示されたものは、その一部でも当該品目の料金を適用する。

3　液晶式テレビジョン受信機は、電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込

むことができるように設計したものを除く。

4　パーソナルコンピュータは、ノートブック型及びパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用

済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成

13年経済産業省、環境省令第1号)第1条第1項の規定により事業者が自主回収をするものを除く。

5　ユニット形エアコンディショナーは、ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若し

くは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。

6　ベッドは、解体して搬出しなければならない。

7　布団、毛布等のうち毛布等は、その1枚を2分の1枚とみなす。

様式第1(第3条関係)

(一部改正〔平成28年規則65号〕)



様式第1の2(第3条の2関係)

(全部改正〔平成28年規則65号〕)



様式第1の3(第3条の2関係)

(全部改正〔平成28年規則65号〕)



様式第2　削除

(削除〔平成28年規則65号〕)

様式第3(第4条関係)

(全部改正〔平成28年規則65号〕)



様式第4(第7条関係)

(全部改正〔平成30年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則5号〕)



様式第5(第7条関係)

(全部改正〔平成28年規則65号〕、一部改正〔平成30年規則6号〕)





様式第6(第12条関係)

(全部改正〔平成28年規則65号〕)



様式第7　削除

(削除〔平成31年規則33号〕)

様式第7の2(第12条の2関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第7の3(第12条の3関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第7の4(第12条の3関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第8(第14条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第9　削除

(削除〔令和4年規則14号〕)

様式第10(第17条関係)



様式第11(第17条関係)



様式第12(第17条関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第13(第17条関係)



様式第14(第17条関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第15(第17条関係)



様式第16(第18条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第17(第18条関係)



様式第18(第18条関係)



様式第19(第20条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第20(第20条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第21(第21条関係)

(一部改正〔令和2年規則75号〕)



様式第22(第22条関係)

(全部改正〔平成28年規則20号〕)



様式第23(第23条関係)

(全部改正〔令和2年規則75号〕)




